






















　外部の人に女性部の存在や活動を知らせることができます。
そして様々な世代に情報発信ができます。

Point2

Point1

情報発信力の強化

ＪＡ本体で実施しているＪＡスマホ教室・PC教室
  (事例⑨⑩） 

Point3 　活動の“見える化”によってＪＡ女性部に対する親しみや信
頼が高まります。

　地域社会の変化やデジタル化の進展により、ＪＡ女性部にもこ
れまで以上に「情報を届ける力」が求められています。女性部の
活動内容や地域貢献の取り組みを積極的に発信することは、部員
の誇りや参加意欲を高めるだけでなく、地域の人々や若い世代に
ＪＡ女性部の魅力を伝える大切な手段となります。
　具体的には、広報誌やＪＡのホームページ、SNSなどを活用
し、活動の様子やメンバーの声をわかりやすく紹介することが効
果的です。写真や動画を交え、身近で温かみのある情報を届ける
ことで、共感と関心を広げることができます。また、発信だけで
なく、他のＪＡ女性部や地域団体との情報交換を通じて、新しい
活動のヒントを得ることも重要です。
　女性部一人ひとりが「自分たちの活動を伝える意識」を持ち、
組織として計画的に情報発信を行うことで、ＪＡ女性部の存在感
と信頼性を高め、地域社会における役割をさらに広げていくこと
が期待されます。

女性部活動（ＪＡ茨城旭村）
県女協活動（役員で料理教室）

10

の誇りや参加意欲を高めるだけでなく、地域の人々や若い世代に

10



3

職員配置・教育 　ＪＡからの女性部支援も非常に重要です。女性組織は自立的な
組織であるのが前提ですが、実際にはＪＡによる支援体制が無い
事には活動には繋がっていきません。活動を支援できるような効
率的な職員配置はもちろん、継続した女性部教育が重要であると
言えます。
 　ＪＡ広域合併や支店の統廃合等により、ＪＡ職員の効率的な人
員配置が求められる中、女性部担当者は各支店にそれぞれ配置さ
れていた時代から、本店のみの配置になったり、本店職員も専従
から兼務になったりと、その女性部に対する関わり合いが薄くな
ってきています。しかしながら、ＪＡ組織基盤強化の一環として
女性部員数の維持・拡大は喫緊の課題であることを今一度見つめ
直し、そこに人材をかけるべきであると提言します。それは単純
に専任の担当者を増やすというものではなく、広く女性部に対応
できる体制を整える事にあります。役職員によるＪＡ職員に対す
る女性部理解醸成への取組み、メイン担当（ベテラン）とサブ担
当（新任）を配置した複数担当者制（どちらも兼務）によるスム
ーズな担当業務の引継ぎなど、ジョブローテーションを意識した
人員配置も重要です。また性別にとらわれない担当配置（担当者
をどちらかの性別に限定しない）などを検討しても良いかもしれ
ません。少しでも女性部に寄り添った人員配置・体制作りを目指
したいところです。

Point1 　単純に担当者を増やすというものではなく、支店、地区
単位でも広く女性部の対応をできる体制を整えましょう。

Point2 　ジョブローテーションを意識した人員配置。性別にとら
われない担当配置の検討。女性部担当としての意識づけも
大切です。（事例⑪）
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施設設備・施策 　女性部の活動拠点として、ＪＡ支店や関連施設の整備は重要で
す。ＪＡ広域合併などで支店の統廃合が進む中、女性部が集まる場
所が少なくなったとの意見も、組織調査で挙がりました。高齢者
は遠くまでの運転が難しい事もあり、近場での活動拠点があるか
どうかは、女性部活動にも直結するものです。地域の居場所とし
て、支店・関連施設を女性部活動に利用してもらい、人を集める
視点が重要です。
　また、活動拠点としての支援とは別に、ＪＡ女性大学・組合員
大学などの講座設置施策は、女性部の様々な活動を体験すること
ができ、よりＪＡに興味を持ってもらえる機会を創出する取り組
みです。

Point1  　クーリングシェルターとしてミーティングルームなどを開放
し、人の集まる空間を設置するのもよいでしょう。（事例⑫） 

Point2  県域で女性大学院を開講してもよいかもしれません。

金銭的補助  　組織調査では、一部のＪＡから「助成金が少ない」という
意見が挙がった事は先に述べました。活動参加費は受益者（メ
ンバー）負担が原則ですが、メンバーの参加意識・帰属意識・
仲間意識を高めるためにより良い資金の活かし方に変える必要
があります。つまりＪＡからの助成は、一律の組織助成ではな
く、活動実態（活動回数や実績）に応じた助成を目指すべきと
考えます。そのためには、女性部からのボトムアップ的な助成
金の申請が必要です。女性部からの要望・想いに対して、助成
するという形があって然るべきと考えます。

　常勤役員との意見交換会を実施し、女性部からの要望を
伝えることが大切です。常勤役員と助成金のあり方につい
て話してみるのもよいでしょう。

　目的別小グループに対して個別助成をする自主的活動を
支援する仕組みづくりもよいでしょう。(事例⑭）

Point1

Point2

Point3  　家の光協会が開始する新事業「家の光サテライトプラス」
は、組合員や地域住民にＪＡに足を運んでもらうことにつなが
るかも知れません。（事例⑬）
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Ⅲ 県女性協・県フレミズのあり方

　県フレッシュミズ組織についても考え方を整理する必要があります。世代別活動でも触れた通り、フレ
ミズ組織の女性部への移行は必ずしも進んでいませんが、魅力ある目的別活動の１つとして捉えられつ
つあります。 まずは、自分たちがやりたい事を企画しやってみる、そしてその活動を細々とでも続けて
いくという事が大切です。自分たちが楽しんでやっていることは、外から見ても魅力的に映るに違いあり
ません。 県フレミズとしても未加盟組織への継続的な働きかけが重要です。フレミズ組織はＪＡとの関
係性を維持しながら地域社会にも貢献する事が出来る活動と言えます。身近な方に積極的に声をかける
など、どんどん仲間づくりにチャレンジしていきたいところです。

2

役員のあり方について

　各女性部における役員負担の軽減も重要ですが、その県域組織としての茨城県ＪＡ女性組織協議会（県
女性協）の役員負担軽減は避けては通れない点です。
　ＪＡ女性部⇒地区女性部⇒県女性協という重層的な役員選出方法になっている現状に鑑みれば、各地
区から選出する役員の数・任期、会長の年齢制限のあり方など、今一度しっかり検討する点であると言え
ます。次回の役員改選（令和9年4月）に向け県女性協において令和8年度中にしっかりとした議論を行
い、規約改正（案）を作成することが大事です。

　そもそも県女性協としての役割をどういったものにすべきなのか、という視点も重要です。もちろん全
国組織などにも繋がっていく県組織として、一定の統括機能は重要かと考えますが、そもそもそれが負担
になっていないか？県組織は報告や情報共有の場に留めるべきなのか？等、様々な意見があるでしょう。
それら全てを取り入れる事は出来なくとも負担軽減できるものはすべきですし、議論の結果として、現状
に見合った規約の改正等も必要になってくるでしょう。いずれにしても、まずは各女性部の充実した活動
が大前提ですので、県女性協の会議形式などは小規模化（省力化）のためにデジタルツール（タブレット
等）を女性協役員に配布し、会議の効率化に取り組んでみてもよいかもしれません。

　　運営について

目的別グループとしての仲間づくり

効率的な運営

　県フレミズ組織は、現状4つのフレミズ組織で構成されています。負担軽減を図る上で、 既に役員制を
廃止しており、それぞれの組織で活動が実施出来ていれば良いだろうという観点から、連絡会のような形
をとっています。
 　情報共有の場としての役割がある一方で、活動の活発化のためには、より県女性協へ提言・要望する
場面があっても良いかもしれません。県女性協としても、県フレミズ組織の活動の中から参考になる事例
が出てきたり、お互いに助け合うコラボ企画等（伝承料理教室、フレミズ組織から女性部へのスマホ教
室）を検討することも出来るでしょう。お互いの長所を活かした連携・仲間づくりと、より風通しの良い
女性組織の運営に向け、双方の話し合いの場は重要です。

1
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協同組合としての女性組織Ⅳ

食と農を中心とした活動

　協同組合の女性部としてのこういった様々な取組みは、地域の居場所

作りや地域住民の顔の見える関係作りに寄与できるものです。地域住民

にＪＡファンとして女性部活動に参加してもらう事に繋がり、ゆくゆく

は組合員にもなってもらえるケースもあるでしょう。またその逆パター

ンとして、組合員ではあるけれども女性部活動に参加していなかった人

に参加してもらうというケースもあるかも知れません。いかに参加から

参画に繋げていくか、改めて組織基盤強化を見据えた取り組みを意識し

ていく事が、ＪＡ女性組織には求められています。

地域貢献活動

　ＪＡ助けあい組織は女性部を中心とした活動であり、全国でもミニデ

イサービス、施設（病院･特別養護老人ホーム等）におけるボランティ

ア、元気高齢者健康教室、声かけによる安否確認など、高齢者への生活

支援サービスから生きがい活動、学習活動などさまざまな分野がありま

す。こうした取り組みは、国が目指す 地域包括ケアシステム（事例⑳）

の中でも重要な役割を担っていく事が期待されています。（事例㉑）

ＪＡ助けあい組織

1
　ＪＡ（農業協同組合）としての女性組織のあり方については、目的別グループ活動が盛んにな

り、ＪＡとの関係性が薄れつつある中、改めて意識したい点です。そもそもが相互扶助を根底に

置く協同組合の女性組織としてどうあるべきか、何を期待されているかは、組織基盤強化を語る

上で、改めて見つめ直したい点です。

ＪＡファン（参加）から組合員（参画）へ

　子育て世代への生活支援としての子ども食堂、フードドライブによる

食品ロス削減などは安全・安心な暮らしの支援として、出来れば取り組

みたい活動です。「単一の女性部では活動実績が無いが出来ればやってみ

たい活動である」という組織調査の結果もありますので、近隣ＪＡのや

り方を参考にして出来る範囲でやってみてはどうでしょう。防災訓練

（事例⑱）、防災食レシピ作成（事例⑲）、環境美化活動などは、地域の

安全と自然環境の保護に貢献できる活動です。これらの取組みは、安心

して暮らせる豊かな地域社会づくりを目指すＪＡとしての理念にも通じ

るものがあります。

14

　持続可能な組織として（新たな提案・多種多様なあり方）

　消費者との繋がりを意識するＪＡ直売所における女性部の周知は効果

が上がっています。（事例⑮⑯）

　小中学生などへの食農教育（農業体験、出前授業）などはファンづく

りだけではなく、その親世代への周知により仲間づくりにも繋がるでし

ょう。（事例⑰）
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　部員数は減少傾向でも、その活動が一定維持出来ているような女性部については、これ
まで述べてきたような様々な方策で女性部の基盤強化に向けた取り組みを実施していく事
が大事です。では活動の継続自体が難しくなっている女性部についてはどうでしょうか？
いくつか触れていきます。

 ①単一での女性部活動が困難である場合
 　女性部間の交流として他の女性部の活動に混ぜてもらうような自由な参加があっても良
いかも知れません。活動を共にする中で、ゆくゆくは越境入部などを認め合う方向性も出
てくるでしょう。Ａ女性部であるがＢ女性部の目的別活動に参加するような「相乗り方式」
で、関係女性部員を増やすような施策が今後増えてくるのかも知れません。

 ②既に班や支部が解散している場合
 　個人会員として女性部の本部活動への直接参加を認めることや、解散支部の目的別組織
（同好会型）としての再生なども、多様なあり方として検討出来るでしょう。

 ③現実問題として「活動終い」を検討している場合
 　持続可能な組織としての「暮らしの活動部（仮称）」は一つの方向性であると言えます。
女性部員のみでは活動が限界となってしまった女性組織に、興味を持ってもらった男性に
も入ってもらい、まずは地域の人々が集まる場所として再生するという考え方です。同じよ
うな取組みはすでに他県ＪＡでも実施されており、成果が出ています（事例㉒）。

 　ＪＡ女性部は、少子高齢化や部員減少の課題に直面する中で、性別にとらわれない開か
れた組織づくりへと進化しています。男性の参加を認めることで、地域とのつながりを強化
し、活動の幅を広げる事が重要であると言えます。

多様性のある組織運営（暮らしの活動部〈仮称〉）

『多種多様なあり方』があって良い。

2
　

　これからも「持続可能性」と「多様性」を軸に、心から共感できる人・モノとつながりながら、
誰もが居場所を感じられる組織づくりを進めていきます。

 

　それぞれのＪＡ女性部で抱える問題は様々です。高齢化であったり、活動のマンネリ化
であったり、ＪＡ支援体制であったり、多種多様な問題がある中で、女性部のあり方も多
種多様です。ＪＡ女性組織はそれを認めながら、ハードルの低い・間口の広い活動を実施
する事で、仲間づくりに繋げ、それをゆるく続けてもらうというスタンスが重要であると
考えます。
　繰り返しにもなりますが、そのためにはまずはやりたいことだけをやってもらっても良
いでしょう。1つの活動を続けていく中で、ＪＡについて学ぶ機会も設け、その後で他の
活動にも参加してもらえれば…、というぐらいの心持ちが女性部役員には必要かも知れま
せん。「やりたい事だけやってズルい」ではなく、「やりたい事だけかもしれないが、続け
てくれている」という発想の転換が大切です。
　多様性のある社会においては、多様性のある女性部のあり方を認めていく必要がありま
す。あらゆる可能性を否定せずに、ＪＡ組織基盤の強化に向けた女性部の新しい取組みに
チャレンジしていきましょう。
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参考事例集

役員の2年伴走方式
（JA茨城旭村女性部）

　新しい役員は2年間、本役員（2年前から活動中）と活動を共
にして活動経験したのち、本役員となり更に新しい役員を迎え
入れ2年間活動する。実質4年間の活動期間となるが、部員維持
に貢献できている取組みとして活動体験発表もしている。

1

　JA女性大学
（JA水戸）

　様々な分野のカリキュラムを通じて、自分を磨き、楽しく
学んで新しい仲間作りに繋がる『ＪＡ講座』を開催。2年間コ
ースであり水戸管内の女性を対象としている。

2

3

4

5

ほぺたんひろば
（いばらきコープ）

6

クラフトバッグ製作
（JA北つくば女性部）

　コープの宅配センターやお店、公共施設などに、年数回定期
的に集まって（四半期に1回）、コープ商品を囲み、それを食べ
ながら、商品・事業・活動について学んだりする。コープに関
心を持つ組合員同士が出会い、おしゃべりを通して情報交換す
る場となっている。

7

『クラフトバンド』は牛乳パックなどの再生紙を利用した古紙
100％の紙紐で、環境にも優しく、エコな素材。クラフトバンド
を使用した、かご・バッグ作りは、大人気企画。

女性部統一活動
「おもてなしPJ」
（JAしまね）

 2019年度から組合員や利用者への「おもてなし」をテーマ
に、県全体でＪＡ支店の美化活動やみどりのカーテンなどに
取り組んでいる。女性部員とＪＡ役職員の意識統一や一体感
の醸成で組合員、利用者が「来たくなる支店」づくりに寄与
している。

川柳大会
（JAしみず袖師支部）

　女性部のみで実施していた川柳大会に、職員やＪＡ利用者に
も参加してもらった。支店内に川柳の募集案内を掲示し、応募
用紙も準備して広く参加を募い、また審査にも支店ロビーに全
作品を掲示したうえで、投票用紙と投票箱を設置し、来店時に
「これだ」と思う作品に1票を投じてもらうこととした。入賞
した川柳に投票した人には、抽選でＪＡのギフトセットをプ
レゼントする、という投票へのモチベーションを高める工夫も
施し、広くＰＲした。投票の結果、上位6句を「入賞」とし
て、入賞作品は、女性部習字サークルのメンバーが美しい字で
半紙に書き、そこに女性部の折り紙活動で作成した花を添え
て、あらためて支店に展示。川柳の募集・全作品展示・投
票・入賞作品発表と、約4カ月の間、支店ロビーには川柳関連
の展示が続き、それを楽しみに来店する人が増えた。

LINEミーティング
　LINE上で簡単にビデオ会議ができる機能。アプリのインス　
トール不要で、URLをクリックするだけで参加可能。移動中や
在宅でも対応可能。会議の簡素化に有用である。
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自主的な活動への個別助成
（いばらきコープ）

　自主的なサークル活動をしたいグループを作って生協（いばらき
コープ）に申請をすると、年間1人1,000円の補助金が出る。年2回
の活動報告をしてもらう仕組み。

8

9

10

11

12

13

14

味噌づくり講座
（JA茨城みなみ女性部）

　　36年前からＪＡの4か所の加工所を利用し、味噌加工講座を実　
　施。女性部としては毎年11月下旬から翌年3月にかけて、自家用　
　と学校給食、農産物直売所での販売用におよそ1万3000キロの味　　　
　噌を造っている。10年ほど前からは、市の広報で募集する講座
　も開催。午前・午後の2回開催で、受講生は各自8kgの味噌を仕　　
　上げる。

JAスマホ教室

　ＪＡスマホ教室は、組合員や地域住民の方々がスマートフォン
の基本的な操作や活用方法を学べる講座。ＪＡ全中と農林中央金
庫が携帯電話会社と連携して企画・運営しており、高齢者のデジ
タルスキルの向上や、豊かな生活、効率的な営農への貢献を目指
している

PC教室
（JA水郷つくば）

　地域の農業者や一般の方々がＰＣスキルを学び、農業経営や日
常生活に活かすことを目的とした活動。対象はＪＡ水郷つくばの
組合員、その家族、他地区JAの組合員も歓迎。年会費3,000円。運
営方針はプロ講師ではなく、会員同士が教え合うスタイル。

女性部担当配置
（JA水郷つくば）

　担当部署全体で女性部を応援していく事を目的として、部署全
６名のうち過半の３名（主担当１名とサブ担当２名）が配置され
ており、積極的な関わり合いで女性組織活性化に繋がっている。
担当３名の名刺には「女性部担当」と記載されている。

クーリングシェルター
（JA茨城みなみ）

　熱中症特別警戒アラートが発表される、気温や湿度等が著しく
高くなり熱中症の重大な危険がある場合に、冷房施設を有する等
の要件を満たす施設を、誰もが利用でき休息できる施設として市
が指定した施設。利用日時は、指定施設の開館している日時。飲
み物は利用者各自が用意する。伊奈支店の１階応接室、谷和原支
店の1階ミーティングルームＢを開放。

JAサテライトプラス
（家の光協会）

 　対象は組合員や地域住民の"あらゆる世代"で、生活文化や教
育・教養に関する各世代の関心やニーズを反映したプログラムを、
動画講座と体験キットのセットで提供する。これを活用したワーク
ショップで「ＪＡに足を運ばなければできない体験」を提供する。
講座は初級・中級・上級などのシリーズ形式が中心で、参加者とＪ
Ａが複数回接点を持てるように設計されている。動画配信により講
師との日程調整が不要となり、専用配信サイトではWEB予約、チ
ラシやSNS向けの集客素材の自動講座検索などを一括で行える。こ
れにより、職員の業務負担が軽減され、参加者との継続的な関係
構築にもつながる。組合員や地域住民との接点を広げ、職員の負担
も抑えることで、「組織基盤強化の実効的な手段となり得る」と期
待されている。
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炊き出し訓練
（JA北つくば女性部）

　災害が発生した際に、地域住民らに対し、スムーズに炊き出し
が行えるようにすることが目的で、令和元年より開催している。
訓練は、ライフライン（電気・ガス・水道等）が止まることを想
定し、まきを使いかまどで米を炊き、おにぎりや豚汁、みそ玉
（みそと乾燥具材、だしの素を混ぜ合わせラップで包み、お湯
を注ぐだけでみそ汁ができる）等を作る。ＪＡ管内（筑西・桜
川・結城市）８支部ある女性部が各地区に分かれ、炊き出し訓
練を実施する。

15

16

17

JA伊勢ファンクラブみらい
（JA伊勢）

21

20

19

ピーマン教室
（JAなめがたしおさい）

　地元特産のピーマンに親しんでもらうことを目的とした小学校
６年生を対象とした料理教室。毎年この授業でピーマン嫌いを
克服する子がおり、食農教育とＪＡファンづくりを兼ね備えた
取り組みとなっている。

JA直売所利用券
（JA水郷つくば）

　ＪＡ女性部入会に1,000円、健康教室に入りたい場合は1,000円
の合計2,000円を支払うが、健康教室の入会特典として直売所で
利用できる1,000円分のレインボー商品券を年末に配布している。

JA直売所ポイント付与
（JA北つくば女性部）

　女性部へ加入すると会員専用カードが発行され、ＪＡ直売所
「きらいち」で買い物をするとポイント還元される仕組み。女性
部活動参加等でもポイント付与され、一定まで貯めると直売所で
利用できるレインボー商品券がもらえる。

18

　防災時に“時短で手軽”に作れるレシピを考案（麻婆ご飯、ホ
ットドッグ・パンケーキ、味噌玉など）。一般の方から試食して
くれる方を募集し、防災レシピ試食会も開催。女性部活動を知
るきっかけの一つにもなっている。

防災食レシピ
（JA常総ひかり女性部)

　高齢者が住み慣れた地域で自分らしい暮らしを続けられるよう
に、医療・介護・予防・住まい・生活支援を一体的に提供する
仕組み。地域包括ケアシステムは、保険者である市町村や都道府
県が、地域の自主性や主体性に基づき、地域の特性に応じて作
り上げていくことが必要。自助・互助の意識が低く、行政任せ
になりがちな地域社会において、ＪＡ女性部は地域包括ケアシス
テムの推進において、地域住民との協働・生活支援・地域づくり
の面で重要な役割を果たしていくことが期待される。

地域包括ケアシステム

地域ささえ愛組織　
やなマルシェ
（JA愛知東）

　愛知県新城市八名地域で、ＪＡ女性部の有志が立ち上げた地
域交流型の朝市・居場所づくり活動。元Aコープ跡地を活用した
朝市（野菜・惣菜・手芸品など）や、地域住民の交流・情報拠
点として機能し、子どもや中高生も参加する学びの場など、地域
活性化を目的とした自主的な協同活動。「集まること・つながる
こと」を大切にし、地域の人々が助け合える関係づくりを進め
ている。

22

  ＪＡ伊勢女性部を発展的に改組した新しい地域組織。性別を
問わず誰でも参加可能。役員制度を廃止し、参加のハードルを
下げた。活動内容は多様（料理、手芸、健康、農産物生産・加
工など）で、地域を元気にしたいという思いを共有する人々の
集まり。女性部の理念や活動を継承しつつ、より開かれた形に
進化している。会員数1,007人（2021年度）⇒3,116人（2025年
度）へと約3倍に増加。うち男性会員は654人（約2割）に達し
ている。

1818



茨城県JA女性組織あり方検討委員会　　
　　　　　　設置要領

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和7年２月７日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　茨城県JA女性組織協議会

 

第１． 設置および趣旨

　　 茨城県JA女性組織協議会（以下、「協議会」という。）は令和5年度に創立70周年　　　　　　　

　　を迎えた。農村地域の農業者・生活者の目線で女性が必要とする活動を行ってき

　　た。JA女性組織は、社会環境の変遷にあわせて常に活動や目的を見直しながら、

　　JAを拠りどころに活動を続けてきた。一方、農業従事者の減少と少子高齢化に加

　　え、令和2年から世界に猛威を振るった新型コロナウイルス感染症の感染対策のた

　　め対面の活動を制限された2年間を経て、活動の停滞により女性組織メンバー数は、　　　

　　令和6年1月末で5,099人となった。コロナ禍を経て、徐々に対面の活動が再開され　　　

　　る中、社会全体で急速に進むデジタル化や働き方の変化、価値の多様化などの環

　境の変化をふまえて、JA女性組織の今後の活動と組織のあり方について検討するた

め協議会に「茨城県JA女性組織あり方検討委員会」（以下、「委員会」という。）

　　を設置する。

 

第２．検討事項

　　委員会は、次に掲げる事項について検討するものとする。

　　（１）組織・活動・運営に関する現状と問題点及び課題

　　（２）組織・活動・運営に関する課題への対応方針

　　（３）組織・活動・運営に関する具体的な制度設計

 

第３．構成

１ 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。

２ 委員長は、協議会会長をもって充てる。

３ 委員長は、会議を招集し主宰する。 

４ 副委員長は、前女性協会長をもって充てる。 

５ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長不在の時は、その職務を代理する。 

６ 委員は、協議会、JA組合長、JA中央会常務理事、他協同組合関係者とし、委員長が委　

　嘱する。 

７ 委員長は、必要に応じて家の光協会、JA全中を特別講師として招聘し、意見を聴取す

　ことができる。 

 

第４．設置期間

１ 委員会の設置期間は、委員会が設置された日から令和７年１２月末日までとする。
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２ 委員会開催は次のとおりとする。（計５回予定）

　 第１回 令和７年５月末から６月

 　第２回 令和７年８月

　 第３回 令和７年９月

　 第４回 令和７年１０月

　 第５回 令和７年１２月

 

第５．予算

　検討委員会にかかる必要経費は、協議会より支出する。

 

第６． 事務局

　委員会の事務を処理するため、JA中央会農政広報部に事務局をおく。

 

第７．改廃

 この要領は、委員長が提案し、委員会において検討し、調整・決定する。

 

第８．その他

 この要領に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、委員長が定める。

 

附則 この要綱は、令和７年２月７日から施行する。

20
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JA

JA女性組織あり方検討委員会
　　　委員名簿・開催経過

JA JA

JA

第1回
　開催日　　令和7年7月9日
　内容　　　JA女性組織の現状と課題　

第2回
　開催日　　令和7年8月25日
　内容　　　課題及び課題解決方策の考え方　

第3回
　開催日　　令和7年10月3日
　内容　　　具体的制度設計・報告書（素案）

第4回
　開催日　　令和7年11月20日
　内容　　　報告書（案）の決定

第5回
　開催日　　令和7年12月5日
　内容　　　いばらき文化フェスタ・家の光大会にて報告

21

第3回
　開催日　　令和7年10月3日
　内容　　　具体的制度設計・報告書（素案）　内容　　　具体的制度設計・報告書（素案）

21



茨城県JA女性組織協議会　規約

                            第１章　総 則
第１条　この協議会は、ＪＡ女性組織相互の連絡を密にし、ＪＡ関係機関と提携して、女性の地位の向上をはかり、住みよい地域社会を築　　　
　　　　くことを目的とする。
第２条　この協議会は、茨城県ＪＡ女性組織協議会（以下ＪＡ女性協という）と称し、　事務局を茨城県農業協同組合中央会内におく。
第３条　この協議会は、本県内の単位ＪＡ女性部をもって組織する。
第４条　この協議会は、第１条の目的達成のため次の事業を行う。
 　　　１.ＪＡ女性組織の拡充強化に関する事項
 　　　２.食の安全と健康を守る活動に関する事項
 　　　３.ＪＡ活動への参画と実践に関する事項
 　　　４.女性農業者の育成に関する事項
 　　　５.時代にふさわしい生活活動の推進に関する事項
 　　　６.その他目的達成に必要と認めた事項

                            第２章　役 員
第５条　①この協議会に役員として理事９名、監事２名をおく。役員は地区ＪＡから推薦されたものを総会の承認を得て選任する。
    　　　役員の各地区の推薦人員は、県北地区３名、鹿行地区２名、県南地区３名、県西地区３名とする。
 　　　　②県ＪＡフレッシュミズの会はオブザーバーとして参加する。
第６条　役員は、会長１名、副会長３名、監事２名を互選する。
 　　　　ただし、会長は、総会選任時満６５歳以下とする。
第７条　役員の任期は２年とし再選を妨げない。
 　　　　ただし、補欠により選任された者の任期は前任者の残任期間とする。
第８条　この協議会の役員の任務は次のとおりとする。
 　　　１.会長は協議会を代表し業務を統轄する。
 　　　２.副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。
 　　　３.理事は理事会を構成し業務遂行にあたる。
 　　　４.監事は会計の監査にあたる。
第９条　この協議会に総会の承認を得て、顧問および参与をおくことができる。
 　　　　顧問および参与は理事会の諮問に応える。
 　　　　顧問及び参与の任期は２年とし再選を妨げない。

                            第３章　総 会
第１０条　総会は毎年１回通常総会を開くほか、必要により、臨時総会を開くことができる。
第１１条　総会は会員の代表をもって構成し、代表者の過半数の出席をもって成立する。
第１２条　総会の議長は出席者の中から選出する。
第１３条　総会の議長は出席者の過半数をもって決定する。
第１４条　総会の議事は出席者の過半数をもって決定し、可否同数の場合は議長の決するところによる。
第１５条　次の事項は総会で定めなければならない。
 　　　１.規約の変更
 　　　２.事業報告ならびに決算書の承認
 　　　３.事業計画ならびに収支予算の設定
 　　　４.役員の選任
 　　　５.会費の賦課および徴収方法
 　　　６.その他必要と認めた事項

                            第４章　会 計
第１６条　この協議会の経費は、会費および助成金、その他収入による。
第１７条　この協議会の会計年度は４月１日から翌年３月３１日までとする。

                           第５章　事　務　局
第１８条　この協議会に事務局を設け、事務局長および幹事若干名をおく。
 　　　　　事務局長および幹事はそれぞれの所属責任者の了解を得て会長がこれを委嘱する。
第１９条　事務局長および幹事長は会長の命を受けて事務にあたる。

                                 附 則
　　　１.この規約は昭和２９年３月２８日から施行する。
　　　２.この規約の改正は昭和３６年７月７日から施行する。
　　　３.この規約の改正は昭和４６年４月２８日から施行する。
　　　４.この規約の改正は昭和５０年４月１日から施行する。　
　　　５.この規約の改正は平成８年４月２３日から施行する。
　　　６.この規約の改正は平成１１年５月２３日から施行する。
　　　７.この規約の改正は平成１３年４月２４日から施行する。
　　　８.この規約の改正は平成２１年４月２２日から施行する。
　　　９.この規約の改正は平成２６年４月２４日から施行する。
　　１０.この規約の改正は平成２９年４月１９日から施行する。
　　１１.この規約の改正は令和５年４月１８日から施行する。
　　１２.この規約の改正は令和７年４月１５日から施行する。
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（目的）
第１条　この会は、暮らしを豊かにするために、興味あることを楽しく学び、活動しながら同世代の交流の輪を広げ地域の女性をもって活動を行うこと
　　　とする。

（名称）
第２条　この会は、「茨城県ＪＡフレッシュミズの会」（以下、県フレミズと言う。）

（活動）　
第３条　この会は、茨城県ＪＡ女性組織協議会規約・第４条の事業をうけて、以下の内容を活動の柱として行う。
　１　仲間づくり活動
　２　健康づくり活動
　３　食農教育活動
　４　親子ふれあい活動
　５　その他、女性が興味を持つ活動

（会議体）
第４条　この会に次の会議体をおく。
　１　情報交換会
　２　その他、代表者が決めたもの

（代表者）
第５条　この会に代表者を１名おく。

（代表者選出基準）
第６条　代表者は、県フレミズ加盟各組織持回りで行う。
　
（代表者の職務）
第７条　代表者の職務は次のとおりとする。
　１　県フレミズ加盟組織情報交換会の実施
　２　茨城県JA女性組織協議会との連携（役員会へオブザーバーとして参加）
　３　ＪＡ茨城県中央会との連携
　
（情報交換会）
第８条　情報交換会は必要に応じて代表者が招集する。

（代表者の任期）　
第９条　代表者の任期は１カ年とする。
 　　　また、任期途中において交替した代表者の任期は、前任者の残任期間とする。

（中央会との連携事項）
第１０条　次のとおり県フレミズはＪＡ茨城県中央会と連携して進める。
　１　茨城県ＪＡ女性組織協議会との企画調整
　２　県イベントの支援
　３　情報交換会へオブザーバーとして参加

（会計）
第１１条　この会の活動において、茨城県ＪＡ女性組織協議会の目的・活動に合致する場合には経費を申請し、助成を受けることができる。
　１　申請は別紙1により行う。
　２　実績報告を別紙2にて行う。

（事業年度）
第１２条　この会の事業年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日までとする。

（事務局）　
第１３条　この会に事務局を設け、ＪＡ茨城県中央会が事務局を担う。

（加入・脱退）
第１４条　加入・脱退を希望する場合は代表者へ申し出ることとする。
 　　　　代表者はＪＡ茨城県中央会へ報告する。

（改廃）
第１５条　この規約の改廃は、代表者が提案し、情報交換会において検討し、調整・決定する。

付記
この規約は、平成９年１１月１０日から施行する。
この規約は、平成１１年６月２８日から施行する。
この規約は、平成２１年４月２２日から施行する。
この規約は、平成２９年４月５日から施行する。
この規約は、平成３１年５月１４日に改正し、同年４月１日に遡って施行する。
この規約は、令和５年６月７日から施行する。
この規約は、令和６年８月２日から施行する。
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（目的）

23



茨城県JA女性組織あり方検討委員会


